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れ
た
期
間
内
に
月
賦
、
半
年

　

賦
ま
た
は
年
賦
で
返
還
。

■
申
請
期
間

　

２
月
１
日
（
火
）
〜

　

２
月
25
日
（
金
）

※
定
員
を
超
え
る
場
合
は
書
類

　

選
考
な
ど
で
３
月
下
旬
頃
ま

　

で
に
貸
与
者
を
決
め
ま
す
。

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
総
務
課　

総
務
係

　

（
内
線
２
５
１
６
）

　

平
成
30
年
度
か
ら
令
和
４
年

度
ま
で
に
新
た
に
町
の
奨
学
資

金
を
受
け
て
進
学
し
た
方
が
一

定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
卒

業
後
に
返
還
し
た
奨
学
資
金
に

対
し
て
補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

※
①
〜
③
全
て
満
た
す
方

①
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
４
年

　

度
ま
で
に
新
規
で
町
奨
学
資

　

金
の
貸
与
を
受
け
た
方

②
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
奨
学

　

資
金
を
返
還
し
た
方

③
１
年
以
上
継
続
し
て
町
に
住

　

所
が
あ
り
、
住
ん
で
い
る
方

■
補
助
額

　

町
奨
学
資
金
貸
与
規
則
に
よ

　

り
定
め
ら
れ
た
年
間
額
を
限

　

度
額
と
し
、
返
還
期
間
内
に

　

返
還
さ
れ
た
奨
学
資
金
に
相

　

当
す
る
額
。

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
総
務
課　

総
務
係

　

（
内
線
２
５
１
６
）

　

年
金
加
入
記
録
や
障
害
年
金
、

老
齢
年
金
の
受
給
手
続
き
な
ど

に
つ
い
て
の
移
動
年
金
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。

　

申
込
み
の
際
、
相
談
者
氏
名

（
旧
姓
）
・
配
偶
者
氏
名
（
旧

姓
）
・
基
礎
年
金
番
号
・
相
談

内
容
・
連
絡
先
な
ど
を
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

※

必
ず
相
談
時
間
を
確
認
（
予

　

約
）
し
、
予
約
し
た
10
分
前

　

に
は
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

■
当
日
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類

・
代
理
の
場
合
は
、
委
任
状
と

　

委
任
を
受
け
た
方
の
本
人
確

　

認
書
類

※

委
任
状
は
所
定
の
様
式
が
あ

　

り
ま
す
。
日
本
年
金
機
構
ホ

　

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

　

ー
ド
す
る
か
、
川
内
年
金
事

　

務
所
、
町
民
環
境
課
町
民
係
、

　

各
支
所
町
民
福
祉
係
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
川
内
年
金
事
務
所　

　

☎
０
９
９
６（
22
）５
２
７
６

　

（
自
動
音
声
案
内
①
↓
②
）

・
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 http://w
w
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■
相
談
日
時　

　

２
月
17
日
（
木
）

　

午
前
９
時
30
分
〜

　

午
後
３
時
30
分

■
相
談
会
場　

　

役
場
本
庁
１
階
相
談
室
Ｂ

■
申
込
期
間

　

１
月
27
日
（
木
）
〜

　

２
月
10
日
（
木
）

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
環
境
課　

町
民
係　
　

　

（
内
線
２
１
２
３
）

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
い
ざ

と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現
役

世
代
全
員
で
支
え
る
仕
組
み
で

す
。
若
い
と
き
に
公
的
年
金
に

加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け
る

こ
と
で
、
歳
を
と
っ
た
と
き
や
、

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が
残
っ

た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡

く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は

加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た

方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

の
加
入
の
お
知
ら
せ
や
納
付
書

な
ど
で
、
国
民
年
金
に
加
入
し

た
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
る

　

国
が
責
任
を
持
っ
て
運
営
す

　

る
た
め
安
定
し
て
お
り
、
年

　

金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ

　

て
保
障
さ
れ
ま
す
。　

■
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
な
い

　

老
齢
年
金
の
ほ
か
、
病
気
や

　

事
故
で
障
が
い
が
残
っ
た
と

　

き
に
受
け
取
れ
る
障
害
年
金

　

や
、
加
入
者
が
死
亡
し
た
場

　

合
に
加
入
者
に
生
計
を
維
持

　

さ
れ
て
い
た
遺
族
が
受
け
取

　

れ
る
遺
族
年
金
が
あ
り
ま
す
。

■
乳
幼
児
健
診
・
健
康
相
談

　

宮
之
城
保
健
セ
ン
タ
ー

▪
１
歳
７
〜
８
か
月
児

　
　
　
（
R
２
．
５
生
）
健
診

　

１
月
19
日
（
水
）
午
後
０
時

　

30
分
〜
午
後
０
時
45
分
受
付

▪
７
〜
８
か
月
児

　
（
Ｒ
３
．
５
生
）
育
児
相
談

　

１
月
21
日
（
金
）
午
前
９
時

　

15
分
〜
午
前
９
時
30
分
受
付

▪
３
歳
児（
Ｈ
30
． 

11
生
）健
診

　

１
月
26
日
（
水
）
午
後
０
時

　

30
分
〜
午
後
０
時
45
分
受
付

▪
４
か
月
児

　
　
　
（
Ｒ
３
．
９
生
）
健
診

　

２
月
２
日
（
水
）
午
後
０
時

　

30
分
〜
午
後
０
時
45
分
受
付

▪
２
歳
３
か
月
児

　
（
R
１
．
10
生
）
歯
科
健
診

　

２
月
３
日
（
木
）
午
後
０
時

　

30
分
〜
午
後
０
時
45
分
受
付

▪
す
く
す
く
育
児
相
談（
要
予
約
）

　

２
月
４
日
（
金
）

　

午
前
９
時
〜
午
前
10
時
受
付

▪
Ｈ
ｕ
ｇ
く
み
る
ー
む

　
…
２
か
月
児（
Ｒ
３
． 

11
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
育
児
相
談

　

２
月
８
日
（
火
）
午
前
９
時

　

45
分
〜
午
前
10
時
受
付

■
母
子
健
康
手
帳
交
付（
要
予
約
）

▪
１
月
24
日
（
月
）
午
後
１
時

　

30
分
〜
午
後
３
時
受
付

　

役
場
本
庁
１
階
相
談
室
Ｂ
、
Ｃ

▪
２
月
14
日
（
月
）
午
前
９
時

　

30
分
〜
午
前
11
時
受
付

　

役
場
本
庁
１
階
相
談
室
Ｂ
、
Ｃ

※
妊
娠
届
出
書
、
健
康
保
険
証
、

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
顔

　

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を

　

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
む
し
歯
予
防
の
日（
要
予
約
）

　
（
フ
ッ
化
物
塗
布
）　

▪
１
月
19
日
（
水
）

▪
１
月
26
日
（
水
）

▪
２
月
３
日
（
木
）

　

午
後
３
時
〜
午
後
４
時
受
付

　

宮
之
城
保
健
セ
ン
タ
ー

■
え
ほ
ん
の
森

　
身
長
・
体
重
測
定（
要
予
約
）

　

１
月
28
日
（
金
）　
　
　
　

　

午
前
10
時
〜
午
前
11
時
受
付

　

こ
ど
も
図
書
館　

え
ほ
ん
の
森

■
宮
之
城
出
張
助
産
所（
要
予
約
）

▪
１
月
21
日
（
金
）
午
前
午
後

▪
２
月
８
日
（
火
）
午
前
午
後

　

午
前
…
午
前
９
時
30
分
〜

　
　
　
　

午
前
11
時
30
分

　

午
後
…
午
後
１
時
〜

　
　
　
　

午
後
３
時

　

宮
之
城
保
健
セ
ン
タ
ー

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
ど
も
支
援
課　

子
ど
も
健

　

康
係
（
内
線
２
１
４
１
）

　

人
生
も
一
毛
作
か
ら
二
毛
作

に
。
豊
富
な
知
識
と
経
験
を
活

か
し
、
一
緒
に
働
い
て
み
ま
せ

ん
か
。
条
件
次
第
で
は
、
入
会

即
就
業
も
可
能
で
す
。

　

参
加
希
望
の
方
は
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
当
日
直

接
参
加
も
で
き
ま
す
。

■
日
時

　

１
月
18
日
（
火
）

　

午
前
９
時
〜
午
前
11
時
30
分

■
会
場

　

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者

　

60
歳
以
上
の
町
民

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
52
）
３
３
６
３

▪
町
県
民
税
第
４
期

▪
国
民
健
康
保
険
税
第
７
期

▪
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
７
期

▪
介
護
保
険
料
第
７
期

　

納
期
限
…
…
…
１
月
31
日

　

口
座
振
替
日
…
１
月
25
日

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

収
納
係

　

（
内
線
２
１
１
３
）

■
農
耕
用
小
型
特
殊
自
動
車
の

　
ナ
ン
バ
ー
登
録
と
返
納

　

ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン

　

な
ど
乗
車
で
き
る
農
耕
用
小

　

型
特
殊
自
動
車
は
、
公
道
の

　

走
行
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

　

ナ
ン
バ
ー
登
録
が
必
要
で
す
。

　

買
換
え
や
譲
渡
時
に
は
ナ
ン

　

バ
ー
返
納
が
必
要
で
す
。 

■
グ
リ
ー
ン
化
特
例
が

　
令
和
５
年
度
ま
で
延
長

　

燃
費
性
能
な
ど
に
優
れ
た
軽

　

自
動
車
な
ど
で
、
令
和
３
年

　

４
月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま

　

で
に
新
規
登
録
さ
れ
た
車
両

　

は
、
取
得
し
た
翌
年
度
分
に

　

限
り
、
種
別
割
の
税
率
が
軽

　

減
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
過

　

去
に
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
適

　

用
を
受
け
た
軽
自
動
車
な
ど

　

は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

町
民
税
係

　

（
内
線
２
１
１
１
）

　

毎
週
木
曜
日

　

午
前
10
時
〜
正
午

　

宮
之
城
ひ
ま
わ
り
館

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
（
52
）
１
１
２
３

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
か
ご
し
ま
メ
ン

タ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
協
会
の
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
が
、
こ
こ
ろ
の
健
康

相
談
に
応
じ
ま
す
。
予
約
は
不

要
で
す
が
、
確
実
な
利
用
を
希

望
す
る
場
合
は
事
前
に
お
電
話

く
だ
さ
い
。

■
日
時
・
場
所

　

２
月
10
日
（
木
）

　

午
前
11
時
〜
正
午
、

　

午
後
１
時
30
分
〜

　

午
後
２
時
30
分

　

佐
志
交
流
館

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課　

健
康
増
進
係

　

（
内
線
２
１
３
７
）

　

経
済
的
な
理
由
で
学
費
を
支

払
う
こ
と
が
難
し
い
方
に
、
無

利
子
で
学
費
を
貸
し
ま
す
。

■
貸
与
額

・
月
額
２
万
円
以
内

　

高
校
、
高
等
専
門
学
校
１
〜

　

３
学
年
、
専
修
学
校
高
等
課

　

程
、
特
別
支
援
学
校
高
等
部

・
月
額
３
万
円
以
内

　

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専

　

門
学
校
４
〜
５
学
年
、
専
修

　

学
校
２
年
以
上
の
専
門
課
程

■
条
件

・
保
護
者
の
住
所
が
本
町

・
申
請
者
世
帯
の
収
入
が
基
準

　

の
範
囲
内

・
学
業
成
績
要
件
を
満
た
す

■
返
還
方
法

　

在
学
期
間
終
了
後
６
か
月
を

　

経
過
し
た
月
の
翌
月
か
ら
、

　

貸
与
金
額
に
応
じ
て
定
め
ら

訂
正
と
お
詫
び

２
０
２
１
年
12
月
号
特
集

「
な
か
っ
こ
カ
フ
ェ
」
で

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

正　
久
保
千
津
子
さ
ん

誤　
久
保
妙
子
さ
ん

さつま町役場　TEL 0996-53-1111　FAX 0996-52-3514くらしの情報
information

今
月
の
納
税

救急

火災 ドクターヘリ
出動件数
運んだ人

3件
0人

急　　病
交通事故
そ の 他

40人
8人
36人

43件
7件
37件

発生件数 1件

（出動件数・運んだ人）

11月の火災・救急情報
心
配
ご
と
相
談
所

健
康
診
査
日
程

１
・
2
月
分

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

新
規
入
会
説
明
会

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

奨
学
資
金
の

貸
与
制
度
が
あ
り
ま
す

奨
学
資
金
返
還
へ
の

支
援
制
度
が
あ
り
ま
す

移
動
年
金
相
談
を
開
設

※
事
前
予
約
が
必
要

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

軽
自
動
車
の
減
税
な
ど

に
関
す
る
お
知
ら
せ


